
資料№６－(4) 

地域コミュニティ事業補助金について 

  

１ 趣旨 

 合併後の新市の振興のために、市内のコミュニティ関係団体が、自ら考え、自

ら具体化していく事業を実施する場合に、当該団体に補助金を交付します。 

 

２ 対象事業 

市内の各地域で活動を行なう自治会、町内会、非営利活動団体その他これらに

類する団体で、各地域における産業、環境、福祉、芸術、文化、スポーツ、コミ

ュニティ活動などの分野において、団体が自主的に行うまちづくり活動に関する

事業のうち、新規に行うもの又は既存事業の拡充のために行なうものに対して補

助をします。 

 

 (1) 補助内容    補助対象金額の80％を補助。(上限額は50万円) 

 (2) 事業実施期間  平成22年３月31日まで。(単年度事業) 

 (3) 補助団体数   １団体を予定。 

 (4) 選考方法    地域委員会で審査。応募団体から事業の説明をしていただ

く公開プレゼンテーション方式。 

 (5) 申込期間    平成21年４月１日(水)～５月１日(金) 

 

３ 過去の実施事業 

年 度 

団体名 
事業名 事業内容 

補助金交付額

（決算額） 

平成17年度 

ＮＰＯ法人 夢

ながおか 

ワイワイ楽しいそ

ば打ち 

蓮花寺大杉公園で、そば打ち講習等を開

催し、地元住民とそこを訪れる人たちとの

交流を図った。 

250,000円

(180,000円)

平成17年度 

蓮花寺神楽舞保

存会 

蓮花寺神楽舞保

存・伝承事業 

伝統ある神楽舞を、将来に保存・伝承す

るため、指導者による指導会を開催し、そ

の映像等を記録保存した。 

240,000円

(240,000円)

平成18年度 

みしまふるさと

塾 

大人の学校 市政出前講座を活用した、まちづくりに

関する勉強会を実施した。 

70,000円

(70,000円)

平成19年度 

おおぞら会 

和太鼓で明るいコ

ミュニティづくり 

地域住民に和太鼓の楽しさを伝えるた

めの普及活動や地域行事へ参加し、地域の

活性化を図った。 

500,000円

(500,000円)

平成20年度 

鳥越福祉会 

鳥越城址等散策コ

ース整備事業 

鳥越城址から旧学校林(日吉小)までの

里山散策コースの整備及び自然観察会の

実施と散策コース案内看板の設置。 

500,000円

(500,000円)

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

まちづくり活動を応援します！ 
～長岡市地域コミュニティ事業補助金をご利用ください～ 

僕たちの地域のこと、

もっと知りたい！ 

地域の活性化を図るまちづくり・コミュニティ関係団

体が、自ら考え、自ら具体化し実現するまちづくり事

業に対して、50 万円を限度に支援します。 

里山ってこんなに魅力があ

るのか～！もっとみんなに

ＰＲしたい！ 

街中を花いっぱい

にしたいワン！ 
地域の文化祭を開い

たらどうかな？ 

 
市内の各地域で活動を行なう自治会、町内会、非営利活動団体その他これらに

類する団体で、各地域における産業、環境、福祉、芸術、文化、スポーツ、コ

ミュニティ活動などの分野において、団体が自主的に行うまちづくり活動に関

する事業のうち、新規に行うもの又は既存事業の拡充のために行なうものに対して

補助をします。（単年度事業） 

 
 
 
 
＜平成２０年度交付決定事業名及び概要＞ 

 関原まつり民謡流し拡充事業（踊り講習会の実施や浴衣等のリース） 

 「環境保全といのちと心の教育を推進する活動」（環境問題の講演会、研修会の開催） 

 「みんなで知ろう・なかのしまの宝」発信事業（地域資源を掘り起こし、観光ガイドブックを作成） 

 「ふらわーろーど２００」子ども達とみんなで花いっぱいにしよう！（花プランターの設置、七夕飾りの作成） 

 鳥越城址等散策コース整備事業（里山散策コースの整備、自然観察会の実施） 

 山古志伝統料理伝承事業（伝統料理の冊子編集、伝統料理講習会） 

 ほたる飛交う田沢入の沢清水活用事業（湧水を利用した野菜等の洗い場の整備やイベントの開催） 

 魅力ある集落づくり事業（集落内の遊歩道整備、史跡案内看板の設置、郷土料理講習会の開催） 

 「菜種花・油プロジェクト高内」農村景観形成・エコと食育・地産地消づくり事業（菜種花の生産、消費、再利用を通じ

て地域ぐるみでの人材育成、農村環境の保全） 

 新潟アルビレックスＢＢ子どもふれあい教室事業（練習風景の公開とふれあい教室の開催） 

 ほたる（自然環境）保護と、ほたるが舞う与板ＰＲ事業（パンフレットの作成、ほたる保護をＰＲする看板の作成、設

置） 

募集期間：平成 21 年４月１日（水）～５月１日（金）必着 



平成２１年度 

「長岡市地域コミュニティ事業補助金」募集要項 
  

１ 制度の趣旨 

 合併後の新市の振興のために、市内のコミュニティ関係団体が、自ら考え、自ら具体化

していく事業を実施する場合に、当該団体に補助金を交付します。 

 

２ 補助対象者 

  市内で活動を行なう自治会、町内会、非営利活動団体その他これらに類する団体であっ

て、次のすべてに該当するものとします。 

（１）原則として規約又は会則を有している団体 

（２）原則として５人以上の構成員で構成されている団体 

（３）政治活動又は宗教活動を目的としない団体 

 

３ 補助対象事業 

  本市の各地域における産業、環境、福祉、文化、スポーツ等の分野において、上記の団

体が自主的に行う新規のまちづくり事業、又は既存事業の拡充が対象となります。 

  ただし、当該事業が次のいずれかに該当するときは、補助対象事業となりません。 

（１）国、他の地方公共的団体、公益法人等の補助金又は本市の他の補助金の交付を受

けることができる事業 

（２）事業の効果が特定の個人等のみに帰属する事業 

（３）専ら営利のみを目的とし、公益性を欠く事業 

（４）施設の建設又は施設の維持管理を主たる目的とする事業 

（５）先進地等視察及び会議、大会等への出席並びに交流が目的の大部分である事業 

  （６）政治活動又は宗教活動を行うことを目的とする事業 

  （７）上記の事業のほか、補助することが適当でないと認められる事業 

※ 補助対象事業は、原則として交付決定日から平成２２年３月３１日までに実施する

事業とします。 

 

４ 補助対象経費 

  補助対象事業に直接要する経費で概ね次のとおりです。 

（１）報償費関係（講師等謝金、調査・研究の謝金等） 

（２）旅費関係（交通費、通行料等） 

（３）需用費関係（印刷製本費、コピー代、一般消耗品、視察等礼品、食材料購入費、

燃料費、各種消耗器材等） 

（４）役務費関係（郵便料、通信料、保険料、クリーニング代、検査手数料等） 

（５）委託料関係（警備委託料等） 

（６）使用料関係（会場使用料、レンタル機器、レンタカー等の使用料等） 

（７）原材料費関係（会場設営関係資材費、景観・環境美化関係資材費等） 

※ 事業所の賃借料や光熱水費など団体そのものの運営にかかる費用は除きます。 

 

 



５ 補助内容 

≪補 助 金 額≫  補助対象経費の額から、次の①から③を除いた額の 100 分の 80

に相当する額以内。ただし、上限額は５０万円とします。 

 ①補助対象経費に対する寄付金 

②補助対象経費に充てる参加費 

③その他補助対象経費に係る収入金 

※補助金の額に千円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨て

ます。 

≪補助団体数≫  長岡地域は２団体、中之島、越路、三島、山古志、小国、和島、寺

泊、栃尾及び与板の地域は各１団体を予定。 

≪補 助 回 数≫  １補助対象団体に対して、同種の事業につき原則 1 回補助を受ける

ことができます。 

 

６ 選考方法 

○ 長岡地域（本庁）分は、審査会で次のとおり審査を行います。 

・応募書類による１次審査。 

・公開プレゼンテーション方式で、応募団体の皆様から事業の説明をしていただく２次

審査。 

   ※ ２次審査は、１次審査を通過した団体が対象となります。 

 ○ 中之島、越路、三島、山古志、小国、和島、寺泊、栃尾及び与板地域（支所）分は、各

地域の地域委員会において、審査を行います。（原則、応募団体の皆様から事業の説明

をしていただく公開プレゼンテーション方式） 

○選考基準は概ね次のとおりです。 

  ●地域活性化の波及性 

→事業の実施により、地域の活性化にどのような波及効果が期待できるか。 

  ●事業実現性 

→無理のない事業・活動構成であるか。実施体制が整っているか。 

  ●団体および事業の発展性 

→今後さまざまな活動に広がる可能性があるか。幅広い活動にしようとする意欲や工

夫があるか。 

  ●独自性・先駆性 

→地域における知恵と工夫を生かした個性的な内容であり、かつ新しい発想や視点、

内容、方向性があるか。 

 

７ 結果の公表 

審査結果は、申込団体代表者に文書で通知するほか、補助金交付団体の名称、補助対象

事業の内容などは市政だより等で公表していく予定です。 

 

８ 事業成果の公表 

    補助金交付団体には、補助事業終了後、事業実績報告書類を提出していただきます。 

なお、この補助事業における応募書類、事業報告書類などにより市が知りえた事柄は、

この補助事業に必要な範囲において、市が公表できるものとします。  

 



９ 補助金の返還 

次の場合は補助金の全部または一部を返還していただきます。 

（１）補助対象となる事業を行えなくなったとき 

（２）相当の理由がなく、補助対象となる事業を大幅に変更したとき 

 

10 申し込み・問い合わせ先 

４月１日（水）から５月１日（金）までに、下記の窓口等に備え付けの「申込書」に必

要事項を記入し、郵送・電子メールまたは持参してください。（必着） 

※ 「募集要項」「申込書」は、長岡市ホームページhttp://www.city.nagaoka.niigata.jpト

ップページ「市政」→まちづくり「地域コミュニティ事業補助金」→「地域コミュニティ

事業補助金について」からダウンロードできます。 

電子メールで申し込まれた方は、送信した後、送信先に電話で確認してください。 

 

応募の内容や申込書の書き方等についての質問や事前相談は、下記までお気軽にお問い合

せください。 

 

●三島地域を活動拠点とする団体はこちらへ 

〒９４０－２３９２ 

  長岡市上岩井１２６１番地１ 長岡市三島支所 地域振興課 

  電話 ０２５８－４２－２２２１ 

  メールアドレス msm-chiiki@city.nagaoka.lg.jp 

 

 

11 申し込みから実績報告までのスケジュール 

 

平成 21 年４月 ５月 ６月  平成 22 年３月 
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補助対象事業実施

(H22.3.31 まで) 

その他地域（中之島・

長岡地域 

越路・三島・山古志・小国・

和島・寺泊・栃尾・与板）

http://www.city.nagaoka.niigata.jp/
mailto:msm-chiiki@city.nagaoka.lg.jp



